
第５２号議案 

 

     八王子市地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  平成２９年６月８日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

八王子市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例 

 八王子市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（昭和５９年八

王子市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 



改 正 後 改 正 前 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 番号 区域 面積（ヘクター

ル） 

  番号 区域 面積（ヘクター

ル） 

 

 １～１３ （略） （略）   １～１３ （略） （略）  

 １４ 昭和６２年八王子市告示第１４１号に定める八王子

都市計画絹ケ丘地区地区計画の区域のうち、地区整備

計画が定められた区域（以下次表において「絹ケ丘地

区整備計画区域」という。） 

４８．８   １４ 昭和６２年八王子市告示第１４１号に定める八王子

都市計画絹ケ丘地区地区計画の区域のうち、地区整備

計画が定められた区域（以下次表において「絹ケ丘地

区整備計画区域」という。） 

４８．６  

 １５～５

９ 

（略） （略）   １５～５

９ 

（略） （略）  

 ６０ 平成１４年八王子市告示第１６５号に定める八王子

都市計画戸吹地区地区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められた区域（以下次表において「戸吹地区整

備計画区域」という。） 

３４．０   ６０  平成１４年八王子市告示第１６５号に定める八王子

都市計画戸吹地区地区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められた区域（以下次表において「戸吹地区整

備計画区域」という。） 

２８．６  

 ６１ 平成１４年八王子市告示第１６６号に定める八王子

都市計画宮下・加住地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「宮下

・加住地区整備計画区域」という。） 

６５．８   ６１  平成１４年八王子市告示第１６６号に定める八王子

都市計画宮下・加住地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「宮下

・加住地区整備計画区域」という。） 

５９．８  

 ６２ （略） （略）   ６２  （略） （略）  

 ６３ 平成１４年八王子市告示第１６８号に定める八王子

都市計画滝山地区地区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められた区域（以下次表において「滝山地区整

備計画区域」という。） 

３９．２   ６３  平成１４年八王子市告示第１６８号に定める八王子

都市計画滝山地区地区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められた区域（以下次表において「滝山地区整

備計画区域」という。） 

３４．６  

 ６４ 平成１４年八王子市告示第１６９号に定める八王子

都市計画谷野・梅坪地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「谷野

・梅坪地区整備計画区域」という。） 

８７．５   ６４  平成１４年八王子市告示第１６９号に定める八王子

都市計画谷野・梅坪地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「谷野

・梅坪地区整備計画区域」という。） 

８５．４  

 ６５～６

８ 

（略） （略）   ６５～６

８ 

 （略） （略）  

          



           ６９ 平成１４年八王子市告示第１７４号に定める八王子

都市計画上川・川口地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「上川

・川口地区整備計画区域」という。） 

９２．３   ６９  平成１４年八王子市告示第１７４号に定める八王子

都市計画上川・川口地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「上川

・川口地区整備計画区域」という。） 

９２．５  

 ７０ 平成１４年八王子市告示第１７５号に定める八王子

都市計画川口地区地区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められた区域（以下次表において「川口地区整

備計画区域」という。） 

１１７．０   ７０  平成１４年八王子市告示第１７５号に定める八王子

都市計画川口地区地区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められた区域（以下次表において「川口地区整

備計画区域」という。） 

１１６．９  

 ７１ 平成１４年八王子市告示第１７６号に定める八王子

都市計画犬目・楢原地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「犬目

・楢原地区整備計画区域」という。） 

４２．４   ７１  平成１４年八王子市告示第１７６号に定める八王子

都市計画犬目・楢原地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「犬目

・楢原地区整備計画区域」という。） 

４２．７  

 ７２ 平成１４年八王子市告示第１７７号に定める八王子

都市計画美山地区地区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められた区域（以下次表において「美山地区整

備計画区域」という。） 

４４．８   ７２  平成１４年八王子市告示第１７７号に定める八王子

都市計画美山地区地区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められた区域（以下次表において「美山地区整

備計画区域」という。） 

４４．９  

 ７３ 平成１４年八王子市告示第１７８号に定める八王子

都市計画西寺方地区地区計画の区域のうち、地区整備

計画が定められた区域（以下次表において「西寺方地

区整備計画区域」という。） 

１０９．３   ７３  平成１４年八王子市告示第１７８号に定める八王子

都市計画西寺方地区地区計画の区域のうち、地区整備

計画が定められた区域（以下次表において「西寺方地

区整備計画区域」という。） 

１０７．７  

 ７４ 平成１４年八王子市告示第１７９号に定める八王子

都市計画下恩方地区地区計画の区域のうち、地区整備

計画が定められた区域（以下次表において「下恩方地

区整備計画区域」という。） 

４２．０   ７４  平成１４年八王子市告示第１７９号に定める八王子

都市計画下恩方地区地区計画の区域のうち、地区整備

計画が定められた区域（以下次表において「下恩方地

区整備計画区域」という。） 

４２．３  

 ７５ 平成１４年八王子市告示第１８０号に定める八王子

都市計画元八王子北部地区地区計画の区域のうち、地

区整備計画が定められた区域（以下次表において「元

八王子北部地区整備計画区域」という。） 

８２．７   ７５  平成１４年八王子市告示第１８０号に定める八王子

都市計画元八王子北部地区地区計画の区域のうち、地

区整備計画が定められた区域（以下次表において「元

八王子北部地区整備計画区域」という。） 

８２．９  

 ７６～８

２ 

（略） （略）   ７６～８

２ 

 （略） （略）  

 ８３ 平成１４年八王子市告示第１８８号に定める八王子 ２７．８   ８３  平成１４年八王子市告示第１８８号に定める八王子 ２８．０  



  都市計画初沢・廿里地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「初沢

・廿里地区整備計画区域」という。） 

    都市計画初沢・廿里地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「初沢

・廿里地区整備計画区域」という。） 

  

 ８４ 平成１４年八王子市告示第１８９号に定める八王子

都市計画南浅川地区地区計画の区域のうち、地区整備

計画が定められた区域（以下次表において「南浅川地

区整備計画区域」という。） 

２１．７   ８４  平成１４年八王子市告示第１８９号に定める八王子

都市計画南浅川地区地区計画の区域のうち、地区整備

計画が定められた区域（以下次表において「南浅川地

区整備計画区域」という。） 

２１．６  

 ８５ 平成１４年八王子市告示第１９０号に定める八王子

都市計画館地区地区計画の区域のうち、地区整備計画

が定められた区域（以下次表において「館地区整備計

画区域」という。） 

７５．８   ８５  平成１４年八王子市告示第１９０号に定める八王子

都市計画館地区地区計画の区域のうち、地区整備計画

が定められた区域（以下次表において「館地区整備計

画区域」という。） 

７５．５  

 ８６～９
２ 

（略） （略）   ８６～９

２ 

（略） （略）  

 ９３ 平成１４年八王子市告示第１９８号に定める八王子

都市計画堀之内寺沢地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「堀之

内寺沢地区整備計画区域」という。） 

１４．３   ９３ 平成１４年八王子市告示第１９８号に定める八王子

都市計画堀之内寺沢地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「堀之

内寺沢地区整備計画区域」という。） 

１４．５  

 ９４～１
０９ 

（略） （略）   ９４～１

０９ 

（略） （略）  

 １１０ 平成２５年八王子市告示第３２５号に定める八王子

都市計画滝山・梅坪地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「滝山

・梅坪地区整備計画区域」という。） 

２２．６   １１０ 平成２５年八王子市告示第３２５号に定める八王子

都市計画滝山・梅坪地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「滝山

・梅坪地区整備計画区域」という。） 

２１．５  

 １１１～

１１４ 

（略） （略）   １１１～

１１４ 

（略） （略）  

 １１５  平成２９年八王子市告示第５７号に定める八王子都

市計画旭町・明神町地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「旭町

・明神町地区整備計画区域」という。） 

１．２     

 １１６  平成２９年八王子市告示第５８号に定める八王子都

市計画館ヶ丘西地区地区計画の区域のうち、地区整備 

６．２ 

 

    



  計画が定められた区域（以下次表において「館ヶ丘西

地区整備計画区域」という。） 

     

 １１７  平成２９年八王子市告示第５９号に定める八王子都

市計画館ヶ丘団地地区地区計画の区域のうち、地区整

備計画が定められた区域（以下次表において「館ヶ丘

団地地区整備計画区域」という。） 

４５．５      

  

別表第２（第３条―第９条、第１１条、第１３条関係） 別表第２（第３条―第９条、第１１条、第１３条関係） 

 １～３５ （略）  １～３５ （略） 

 ３６ 南八王子地区整備計画区域  ３６ 南八王子地区整備計画区域 
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)   (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)  

 計画地

区の区 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ 

建築物

の敷地 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は 

建築物の高さ 垣又は

柵の構 

  計画地

区の区 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ 

建築物

の敷地 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は 

建築物の高さ 垣又は

柵の構 

 

 分   い率の

最高限

度 

面積の

最低限

度 

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

 造の制

限 

  分   い率の

最高限

度 

面積の

最低限

度 

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

 造の制

限 

 

   最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

     最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

  

 センタ

ーＡ地

区 

次に掲げる

建築物以外の

建築物 

１ 事務所 

２ 店舗、飲

食店その他

これらに類

するもの 

３ 研究所又

は研修所  

４ ホテル又

は旅館（風

営法第２条

第６項第４

号の規定に

該当する営

業に係るも

のを除く。

） 

５ キャバレ

ー、料理店 

― ― ― ３，０

００平

方メー

トル 

道路境界

線までの

距離 ３

．５メー

トル 

公共用歩廊

その他これ

に類する公

益上必要な

もの 

― ― ―   センタ

ーＡ地

区 

次に掲げる

建築物以外の

建築物 

１ 事務所 

２ 店舗、飲

食店その他

これらに類

するもの 

３ 研究所又

は研修所  

４ ホテル又

は旅館（風

営法第２条

第６項第４

号の規定に

該当する営

業に係るも

のを除く。

） 

５ キャバレ

ー、料理店 

― ― ― ３，０

００平

方メー

トル 

道路境界

線までの

距離 ３

．５メー

トル 

公共用歩廊

その他これ

に類する公

益上必要な

もの 

― ― ―  



   その他これ

らに類する

もの 

６ 劇場、映

画館、演芸

場若しくは

観覧場又は

ナイトクラ

ブその他こ

れに類する

もの 

７ 集会所、

公会堂、展

示場、スタ

ジオその他

これらに類

するもの 

８ 学校、図

書館その他

これらに類

するもの 

９ 保育所 

１０ 消防署

、公共用歩

廊、公衆便

所、巡査派

出所、公衆

電話所その

他これらに

類する公益

上必要なも

の 

１１ 学習塾

、華道教室

、囲碁教室

その他これ

らに類する

もの 

１２ 診療所  

１３ 神社、

寺院、教会

その他これ

らに類する 

             、ナイトク

ラブ、ダン

スホールそ

の他これら

に類するも

の 

６ 劇場、映

画館、演芸

場又は観覧

場 

７ 集会所、

公会堂、展

示場、スタ

ジオその他

これらに類

するもの  

８ 学校、図

書館その他

これらに類

するもの 

９ 保育所 

１０ 消防署

、公共用歩

廊、公衆便

所、巡査派

出所、公衆

電話所その

他これらに

類する公益

上必要なも

の  

１１ 学習塾

、華道教室

、囲碁教室

その他これ

らに類する

もの 

１２ 診療所  

１３ 神社、

寺院、教会

その他これ

らに類する

もの 

          



   もの 

１４ マージ

ャン屋、ぱ

ちんこ屋、

射的場その

他これらに

類するもの  

１５ カラオ

ケボックス

その他これ

に類するも

の 

１６ ボーリ

ング場、ス

ケート場、

水泳場その

他これらに

類する運動

施設 

１７ 倉庫（

倉庫業を営

む倉庫を除

く。） 

１８ 公衆浴

場（風営法

第２条第６

項第１号の

規定に該当

する営業に

係るものを

除く。） 

１９ 自動車

車庫又は自

転車駐車場 

２０ 地域冷

暖房施設 

２１ 前各号

の建築物に

附属するも

の 

            １４ マージ

ャン屋、ぱ

ちんこ屋、

射的場その

他これらに

類するもの 

１５ カラオ

ケボックス

その他これ

に類するも

の 

１６ ボーリ

ング場、ス

ケート場、

水泳場その

他これらに

類する運動

施設 

１７ 倉庫（

倉庫業を営

む倉庫を除

く。） 

１８ 公衆浴

場（風営法

第２条第６

項第１号の

規定に該当

する営業に

係るものを

除く。） 

１９ 自動車

車庫又は自

転車駐車場 

２０ 地域冷

暖房施設 

２１ 前各号

の建築物に

附属するも

の 

          

 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）  

 広域幹

線沿道 

１ 自動車教

習所 

― ― ― １６５

平方メ 

１ 道路

境界線 

１ 道路境

界線につ 

道路（

八王子 

― ―   広域幹

線沿道 

１ 自動車教

習所 

― ― ― １６５

平方メ 

１ 道路

境界線 

１ 道路境

界線につ 

道路（

八王子 

― ―  



 Ｃ地区 ２ 床面積が

１５平方メ

ートルを超

える畜舎 

３ カラオケ

ボックスそ

の他これに

類するもの  

４ 倉庫業を

営む倉庫 

５ 危険物の

貯蔵又は処

理に供する

もの（石油

類の販売に

供するもの

及び建築物

に附属する

ものを除く

。） 

６ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

７ 劇場、映

画館、演芸

場若しくは

観覧場又は 

   ートル  までの

距離 

 １メー

トル 

２ 隣地

境界線

までの

距離  

０．７ 

メート 

ル 

 いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自 

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２．

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２ .３メ

ートル以

下である

もの 

都市計 

画道路

３・３

・２号

線及び

同３・

４・１

４号線

（これ

に接し

並行す

る道路

を含む

。））

に接す

るもの

は、１

８メー

トル 

    Ｃ地区 ２ 床面積が

１５平方メ

ートルを超

える畜舎 

３ カラオケ

ボックスそ

の他これに

類するもの  

４ 倉庫業を

営む倉庫 

５ 危険物の

貯蔵又は処

理に供する

もの（石油

類の販売に

供するもの

及び建築物

に附属する

ものを除く

。） 

６ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

７ 劇場、映

画館、演芸

場又は観覧

場 

   ートル  までの

距離 

 １メー

トル 

２ 隣地

境界線

までの

距離 

 ０．７

メート

ル 

 いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自 

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２．

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２ .３メ

ートル以

下である

もの 

都市計 

画道路

３・３

・２号

線及び

同３・

４・１

４号線

（これ

に接し

並行す

る道路

を含む

。））

に接す

るもの

は、１

８メー

トル 

   

   ナイトクラ

ブその他こ

れに類する

もの 

８ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場、スキ

ー場、ゴル

フ練習場及 

    道路（八

王子都市

計画道路

３･３･２

号線及び

同３･４･

１４号線

（これに

接し並行

する道路 

―       ８ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場、スキ

ー場、ゴル

フ練習場及

びバッティ

ング練習場

の用途に供

する運動施 

    道路（八

王子都市

計画道路

３･３･２

号線及び

同３･４･

１４号線

（これに

接し並行

する道路 

―     



   びバッティ

ング練習場

の用途に供

する運動施

設でその用

途に供する

部分の床面

積の合計が

３，０００

平方メート

ルを超える

もの 

９ 店舗、飲

食店その他

これらに類

するもので

その用途に

供する部分

の床面積の

合計が３，

０００平方

メートルを

超えるもの  

１０ 前２号

に掲げる用

途に供する

ものでその

用途に供す

る部分の床

面積の合計

が３，００

０平方メー

トルを超え

るもの 

    を含む。

））境界

線までの

距離 ２

メートル 

        設でその用

途に供する

部分の床面

積の合計が

３，０００

平方メート

ルを超える

もの 

９ 店舗、飲

食店その他

これらに類

するもので

その用途に

供する部分

の床面積の

合計が３，

０００平方

メートルを

超えるもの 

１０ 前２号

に掲げる用

途に供する

ものでその

用途に供す

る部分の床

面積の合計

が３，００

０平方メー

トルを超え

るもの 

    を含む。

））境界

線までの

距離 ２

メートル 

     

 広域幹

線沿道

Ｄ地区 

１ 自動車教

習所 

２ 床面積が

１５平方メ

ートルを超

える畜舎 

３ カラオケ

ボックスそ

の他これに 

― ― ― １６５

平方メ

ートル 

１ 道路

境界線

までの

距離  

１メー 

トル 

２ 隣地

境界線

までの 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である 

道路（ 

八王子

都市計

画道路

３・３

・２号

線）に

接する

ものは 

― ―   広域幹

線沿道

Ｄ地区 

１ 自動車教

習所 

２ 床面積が

１５平方メ

ートルを超

える畜舎 

３ カラオケ

ボックスそ

の他これに 

― ― ― １６５

平方メ

ートル 

１ 道路

境界線

までの

距離 

 １メー

トル 

２ 隣地

境界線

までの 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である 

道路（ 

八王子

都市計

画道路

３・３

・２号

線）に

接する

ものは 

― ―  



   類するもの  

４ 倉庫業を

営む倉庫 

５ 危険物の

貯蔵又は処

理に供する

もの（石油

類の販売に

供するもの

及び建築物

に附属する

ものを除く

。） 

６ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

７ 劇場、映

画館、演芸

場若しくは

観覧場又は 

     距離 

 ０．７

メート

ル 

 もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２．

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である

もの 

、１８

メート

ル 

      類するもの 

４ 倉庫業を

営む倉庫 

５ 危険物の

貯蔵又は処

理に供する

もの（石油

類の販売に

供するもの

及び建築物

に附属する

ものを除く

。） 

６ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

７ 劇場、映

画館、演芸

場又は観覧

場 

     距離 

 ０．７

メート

ル 

 もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫 

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２．

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である

もの 

、１８

メート

ル 

   

   ナイトクラ

ブその他こ

れに類する

もの 

８ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場、スキ

ー場、ゴル

フ練習場及

びバッティ

ング練習場

の用途に供

する運動施

設でその用

途に供する

部分の床面 

    道路（八

王子都市

計画道路

３・３・

２号線及

び区画道

路１０１

号線）境

界線まで

の距離 

２メート

ル 

―       ８ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場、スキ

ー場、ゴル

フ練習場及

びバッティ

ング練習場

の用途に供

する運動施

設でその用

途に供する

部分の床面

積の合計が

３，０００

平方メート

ルを超える 

    道路（八

王子都市

計画道路

３・３・

２号線及

び区画道

路１０１

号線）境

界線まで

の距離 

２メート

ル 

―     



   積の合計が

３，０００

平方メート

ルを超える

もの 

９ 店舗、飲

食店その他

これらに類

するもので

その用途に

供する部分

の床面積の

合計が３，

０００平方

メートルを

超えるもの  

１０ 前２号

に掲げる用

途に供する

ものでその

用途に供す

る部分の床

面積の合計

が３，００

０平方メー

トルを超え

るもの 

             もの 

９ 店舗、飲

食店その他

これらに類

するもので

その用途に

供する部分

の床面積の 

合計が３，

０００平方

メートルを

超えるもの 

１０ 前２号

に掲げる用 

途に供する

ものでその

用途に供す

る部分の床

面積の合計

が３，００

０平方メー

トルを超え

るもの 

          

 業務施

設Ｂ地

区 

１ 住宅 

２ 共同住宅

、寄宿舎又

は下宿 

３ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場その他

これらに類

する運動施

設 

４ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売 

― ― １０分

の４（

敷地面

積が１

ヘクタ

ール未

満のも

のにあ

つては

、１０

分の５

） 

１，０

００平

方メー

トル 

１ 道路

境界線

までの

距離 

 ５メー

トル 

２ 隣地

境界線

までの

距離 

 ３メー

トル 

― ― ― ―   業務施

設Ｂ地

区 

１ 住宅 

２ 共同住宅

、寄宿舎又

は下宿 

３ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場その他

これらに類

する運動施

設 

４ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売 

― ― １０分

の４（

敷地面

積が１

ヘクタ

ール未

満のも

のにあ

つては

、１０

分の５

） 

１，０

００平

方メー

トル 

１ 道路

境界線

までの

距離 

 ５メー

トル 

２ 隣地

境界線

までの

距離 

 ３メー

トル 

― ― ― ―  



   所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

５ ホテル又

は旅館 

６ 自動車教

習所 

７ 床面積が

１５平方メ

ートルを超

える畜舎 

８ カラオケ

ボックスそ

の他これに

類するもの  

９ 劇場、映

画館、演芸

場若しくは

観覧場又は

ナイトクラ

ブその他こ

れに類する

もの 

１０ キャバ

レー、料理

店その他こ

れらに類す

るもの 

１１ 倉庫業

を営む倉庫 

             所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

５ ホテル又

は旅館 

６ 自動車教

習所 

７ 床面積が

１５平方メ

ートルを超

える畜舎 

８ カラオケ

ボックスそ

の他これに

類するもの  

９ 劇場、映

画館、演芸

場又は観覧

場 

１０ キャバ

レー、料理

店、ナイト

クラブ、ダ

ンスホール

その他これ

らに類する

もの 

１１ 倉庫業

を営む倉庫 

          

 業務施

設Ｃ地

区 

１ 住宅（長

屋に限る。

） 

２ 共同住宅

、寄宿舎又

は下宿 

３ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場その他

これらに類

する運動施 

― ― ― １６５ 

平方メ

ートル 

１ 道路

境界線

までの

距離 

 １メー

トル 

２ 隣地

境界線

までの

距離 

 ０．７

メート 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ 

― ― ―   業務施

設Ｃ地

区 

１ 住宅（長

屋に限る。

） 

２ 共同住宅

、寄宿舎又

は下宿 

３ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場その他

これらに類

する運動施 

― ― ― １６５ 

平方メ

ートル 

１ 道路

境界線

までの

距離 

 １メー

トル 

２ 隣地

境界線

までの

距離 

 ０．７

メート 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ 

― ― ―  



   設 

４ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

５ ホテル又

は旅館 

６ 自動車教

習所 

７ 床面積が

１５平方メ

ートルを超

える畜舎 

８ カラオケ

ボックスそ

の他これに

類するもの  

９ 劇場、映

画館、演芸

場若しくは

観覧場又は

ナイトクラ

ブその他こ

れに類する

もの 

１０ キャバ

レー、料理

店その他こ

れらに類す

るもの 

     ル  に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２．

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である

もの 

       設 

４ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

５ ホテル又

は旅館 

６ 自動車教

習所 

７ 床面積が

１５平方メ

ートルを超

える畜舎 

８ カラオケ

ボックスそ

の他これに

類するもの 

９ 劇場、映

画館、演芸

場又は観覧

場 

１０ キャバ

レー、料理

店、ナイト

クラブ、ダ

ンスホール

その他これ

らに類する

もの 

     ル  に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２．

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である

もの 

    

 業務施

設Ｄ地

区 

１ 住宅 

２ 共同住宅

、寄宿舎又

は下宿 

３ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場その他 

― ― １０分

の４（

敷地面

積が１

ヘクタ

ール未

満のも

のにあ 

１，０

００平

方メー

トル 

１ 道路

境界線

までの

距離 

 ５メー

トル 

２ 隣地

境界線 

― ― ― ―   業務施

設Ｄ地

区 

１ 住宅 

２ 共同住宅

、寄宿舎又

は下宿 

３ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場その他 

― ― １０分

の４（

敷地面

積が１

ヘクタ

ール未

満のも

のにあ 

１，０

００平

方メー

トル 

１ 道路

境界線

までの

距離 

 ５メー

トル 

２ 隣地

境界線 

― ― ― ―  



   これらに類

する運動施

設 

４ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

５ ホテル又

は旅館 

６ 自動車教

習所 

７ 床面積が

１５平方メ

ートルを超

える畜舎 

８ カラオケ

ボックスそ

の他これに

類するもの  

９ 劇場、映

画館、演芸

場若しくは

観覧場又は

ナイトクラ

ブその他こ

れに類する

もの 

１０ キャバ

レー、料理

店その他こ

れらに類す

るもの 

１１ 倉庫業

を営む倉庫 

１２ 令第１

３０条の９

に規定する

危険物の貯 

  つては

、１０

分の５

） 

  までの

距離 

 ３メー

トル 

        これらに類

する運動施

設 

４ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

５ ホテル又

は旅館 

６ 自動車教

習所 

７ 床面積が

１５平方メ

ートルを超

える畜舎 

８ カラオケ

ボックスそ

の他これに

類するもの 

９ 劇場、映

画館、演芸

場又は観覧

場 

１０ キャバ

レー、料理

店、ナイト

クラブ、ダ

ンスホール

その他これ

らに類する

もの 

１１ 倉庫業

を営む倉庫 

１２ 令第１

３０条の９

に規定する

危険物の貯

蔵又は処理 

  つては

、１０

分の５

） 

  までの

距離 

 ３メー

トル 

     



   蔵又は処理

に供するも

ののうち火

薬類の貯蔵

又は処理に

供するもの 

             に供するも

ののうち火

薬類の貯蔵

又は処理に

供するもの 

          

 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）  

 ３７～５４ （略）  ３７～５４ （略） 

 ５５ 宇津木地区整備計画区域  ５５ 宇津木地区整備計画区域 
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)   (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)  

 計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限

度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

  計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限

度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

 

 最高限

度 

最低限

度 

距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

  最高限

度 

最低限

度 

距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

 

 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）  

 業務施

設Ｂ地

区 

１ 学校（専

修学校及び

各種学校を

除く。） 

２ 自動車教

習所 

３ 畜舎 

４ 勝馬投票

券発売所、

場外車券売

場その他こ

れらに類す

るもの 

５ キャバレ

ー、料理店

その他これ

らに類する

もの 

６ 共同住宅

又は住宅（

長屋に限る

。）の用に

供する部分

（住戸のあ 

１ 区 

域の 

特性 

に応 

じた 

最高 

限度   

１  

０分 

の２ 

０ 

２ 公 

共施 

設の 

整備 

の状 

況に 

応じ 

た最 

高限 

度   

１０ 

分の 

８ 

― ― １６０

平方メ

ートル 

１ 道路

（八王

子都市

計画道

路３・

４・７

２号線

）境界

線まで

の距離   

１メ 

ートル 

２ 道路

（八王

子都市

計画道

路３・

４・７

２号線

を除く

。）境

界線及

び隣地

境界線 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２．

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５ 

― ― ―   業務施

設Ｂ地

区 

１ 学校（専

修学校及び

各種学校を

除く。） 

２ 自動車教

習所 

３ 畜舎 

４ 勝馬投票

券発売所、

場外車券売

場その他こ

れらに類す

るもの 

５ キャバレ

ー、ナイト

クラブ、ダ

ンスホール

その他これ

らに類する

もの 

６ 共同住宅

又は住宅（

長屋に限る

。）の用に 

１ 区 

域の 

特性 

に応 

じた 

最高 

限度   

１  

０分 

の２ 

０ 

２ 公 

共施 

設の 

整備 

の状 

況に 

応じ 

た最 

高限 

度   

１０ 

分の 

８ 

― ― １６０

平方メ

ートル 

１ 道路

（八王

子都市

計画道

路３・

４・７

２号線

）境界

線まで

の距離   

１メ 

ートル 

２ 道路

（八王

子都市

計画道

路３・

４・７

２号線

を除く

。）境

界線及

び隣地

境界線 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２．

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５ 

― ― ―  



   る階に限る

。）の階数

の合計が３

を超える建

築物 

７ ホテル又

は旅館 

８ 八王子市

特別工業地

区建築条例

（平成１６

年八王子市

条例第７号

）別表第２

に掲げる建

築物 

     までの

距離 

 ０．５

メート

ル 

 平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である

もの 

       供する部分

（住戸のあ

る階に限る

。）の階数

の合計が３

を超える建

築物 

７ ホテル又

は旅館 

８ 八王子市

特別工業地

区建築条例

（平成１６

年八王子市

条例第７号

）別表第２

に掲げる建

築物 

     までの

距離 

 ０．５

メート

ル 

 平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である

もの 

    

 業務施

設Ｃ地

区 

１ 学校（専

修学校及び

各種学校を

除く。） 

２ 自動車教

習所 

３ 畜舎 

４ 勝馬投票

券発売所、

場外車券売

場その他こ

れらに類す

るもの 

５ キャバレ

ー、料理店

その他これ

らに類する

もの 

６ 共同住宅

又は住宅（

長屋に限る

。）の用に

供する部分

（住戸のあ

る階に限る 

１ 区 

域の 

特性 

に応 

じた 

最高 

限度   

１  

０分 

の２ 

０ 

２ 公 

共施 

設の 

整備 

の状 

況に 

応じ 

た最 

高限 

度   

１０ 

分の 

８ 

― ― １６０

平方メ

ートル 

１ 道路

（八王

子都市

計画道

路３・

４・７

１号線

）境界

線まで

の距離   

１メ 

ートル 

２ 道路

（八王

子都市

計画道

路３・

４・７

１号線

を除く

。）境

界線及

び隣地

境界線

までの 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２．

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー 

― ― ―   業務施

設Ｃ地

区 

１ 学校（専

修学校及び

各種学校を

除く。） 

２ 自動車教

習所 

３ 畜舎 

４ 勝馬投票

券発売所、

場外車券売

場その他こ

れらに類す

るもの 

５ キャバレ

ー、ナイト

クラブ、ダ

ンスホール

その他これ

らに類する

もの 

６ 共同住宅

又は住宅（

長屋に限る

。）の用に

供する部分 

１ 区 

域の 

特性 

に応 

じた 

最高 

限度   

１  

０分 

の２ 

０ 

２ 公 

共施 

設の 

整備 

の状 

況に 

応じ 

た最 

高限 

度   

１０ 

分の 

８ 

― ― １６０

平方メ

ートル 

１ 道路

（八王

子都市

計画道

路３・

４・７

１号線

）境界

線まで

の距離   

１メ 

ートル 

２ 道路

（八王

子都市

計画道

路３・

４・７

１号線

を除く

。）境

界線及

び隣地

境界線

までの 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２．

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー 

― ― ―  



   。）の階数

の合計が３

を超える建

築物 

     距離 

 ０．５

メート

ル 

 トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である

もの 

       （住戸のあ

る階に限る

。）の階数

の合計が３

を超える建

築物 

     距離 

 ０．５

メート

ル 

 トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である

もの 

    

 ５６～５９ （略）  ５６～５９ （略） 

 ６０ 戸吹地区整備計画区域  ６０ 戸吹地区整備計画区域 
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)   (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)  

 計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限

度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

  計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限

度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

 

   最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

     最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

  

 住宅地

区 

― １０分

の６（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな

される 

― １０分

の３（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな

される 

１２０

平方メ

ートル 

１ 隣地 

境界線 

までの 

距離  

０．５ 

メート 

ル 

２ 幅員 

４．５ 

メート 

ル未満 

の道路 

の境界 

線まで 

の距離  

０．  

７５メ 

ートル 

３ 幅員 

４．５ 

メート 

ル以上 

１ 外壁等

の中心線

の長さの

合計が３

メートル

以下であ

るもの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供

し、軒の

高さが２

．３メー

トル以下

で、かつ

、床面積

の合計が

５平方メ

ートル以

内である

もの 

― ― ―   ― ― １０分

の６（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな

される 

― １０分

の３（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな

される 

１２０

平方メ

ートル 

１ 隣地 

境界線 

までの 

距離  

０．５ 

メート 

ル 

２ 幅員 

４．５ 

メート 

ル未満 

の道路 

の境界 

線まで 

の距離  

０．  

７５メ 

ートル 

３ 幅員 

４．５ 

メート 

ル以上 

１ 外壁又

はこれに

代わる柱

の中心線

の長さの

合計が３

メートル

以下であ

るもの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供

し、軒の

高さが２

．３メー

トル以下

で、かつ

、床面積

の合計が

５平方メ

ートル以 

― ― ―  



   線と道

との間

の当該

敷地の

部分を

道路と

して築 

 線と道

との間

の当該

敷地の

部分を

道路と

して築 

 の道路 

の境界 

線まで 

の距離 

０． 

５メー 

トル 

        線と道

との間

の当該

敷地の

部分を

道路と

して築 

 線と道

との間

の当該

敷地の

部分を

道路と

して築 

 の道路 

の境界 

線まで 

の距離 

０． 

５メー 

トル 

 内である

もの 

    

   造して

いない

ものに

限る。

） 

 造して

いない

ものに

限る。

） 

 住宅地区

と産業・

業務沿道

地区又は

一般沿道

地区にま

たがり、

かつ、八

王子都市

計画道路

３・３・

４１号線

（これに

接し並行

する道路

を含む。

）に接す

る敷地の

建築物に

あつては

、道路境

界線及び

隣地境界

線までの

距離 １

メートル 

１ 住宅（

３戸以上

の長屋を

除く。以

下この項

において

同じ。）

及び住宅

で事務所

、店舗そ

の他これ

らに類す

る用途を

兼ねるも

ののうち

令第１３

０条の３

で定める

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２ .

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも 

       造して

いない

ものに

限る。

） 

 造して

いない

ものに

限る。

） 

       



         の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である

もの 

４ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

                 

 産業・

業務沿

道地区 

１ 公衆浴場 

２ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場その他

これらに類

する運動施

設 

３ ホテル又

は旅館 

４ 自動車教

習所 

５ 畜舎 

６ 展示場 

７ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

８ カラオケ

ボックスそ 

― ― ― ３００

平方メ

ートル

（一戸

建ての

住宅及

び住宅

で事務

所、店

舗その

他これ

らに類

する用

途を兼

ねるも

ののう

ち令第

１３０

条の３

で定め

るもの 

（以下

この項

におい

て「兼 

住宅（３

戸以上の

長屋を除

く。以下

この項に

おいて同

じ。）及

び兼用住

宅におけ

る道路境

界線及び

隣地境界

線までの

距離 ０

．５メー

トル 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供

し、軒の

高さが２

.３メー

トル以下

で、かつ

、床面積

の合計が

５平方メ

ートル以

内である

もの 

２０メ

ートル 

― ―               



   の他これに

類するもの 

９ 劇場、映

画館、演芸

場若しくは

観覧場又は

ナイトクラ

ブその他こ

れに類する 

   用住宅

」とい

う。）

にあつ

ては、

１７０

平方メ

ートル

） 

                   

   もの 

１０ キャバ

レー、料理

店その他こ

れらに類す

るもの 

１１ 危険物

の貯蔵又は

処理に供す

るもの（石

油類の販売

に供するも

の及び建築

物に附属す

るものを除

く。） 

    住宅及び

兼用住宅

以外の建

築物にお

ける道路

境界線及

び隣地境

界線まで

の距離  

１メート

ル 

―                  

 一般沿

道地区 

１ 自動車教

習所 

２ 畜舎 

３ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、遊技

場、勝馬投

票券発売所

、場外車券

売場、その

他これらに

類するもの 

４ 危険物の

貯蔵又は処

理に供する

もの（建築

物に附属す 

― ― ― １２０

平方メ

ートル 

住宅（３

戸以上の

長屋を除

く。以下

この項に

おいて同

じ。）及

び住宅で

事務所、

店舗その

他これら

に類する

用途を兼

ねるもの

のうち令

第１３０

条の３で

定めるも 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供

し、軒の

高さが２

.３メー

トル以下 

２０メ

ートル 

― ―               



   るものを除

く。） 

    の（以下

この項に

おいて「

兼用住宅

」という

。）にお

ける道路

境界線及

び隣地境

界線まで

の距離  

０．５メ

ートル 

 で、かつ

、床面積

の合計が

５平方メ

ートル以

内である

もの 

                 

       住宅及び

兼用住宅

以外の建

築物にお

ける道路

境界線及

び隣地境

界線まで

の距離  

１メート

ル 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２ . 

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒 

                 



         の高さが

２ .３メ

ートル以

下である

もの 

                 

 ６１ 宮下・加住地区整備計画区域  ６１ 宮下・加住地区整備計画区域 
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)   (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)  

 計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限

度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

  計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限

度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

 

   最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

     最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

  

 住宅地

区 

― １０分

の６（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定 

により

道路の

境界線 

とみな

される

線と道 

との間

の当該

敷地の

部分を

道路と 

― １０分

の３（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定 

により

道路の

境界線 

とみな

される

線と道 

との間

の当該

敷地の

部分を

道路と 

１２０

平方メ

ートル 

１ 隣地 

境界線 

までの 

距離  

０．５ 

メート 

ル 

２ 幅員 

４．５ 

メート 

ル未満 

の道路 

の境界 

線まで 

の距離  

０．  

７５メ 

 ートル 

３ 幅員 

４．５ 

メート 

ル以上 

の道路 

の境界 

線まで 

の距離 

０． 

５メー 

１ 外壁等

の中心線

の長さの

合計が３

メートル

以下であ

るもの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供

し、軒の

高さが２

．３メー

トル以下 

 で、かつ

、床面積

の合計が

５平方メ

ートル以 

 内である

もの 

― ― ―   ― ― １０分

の６（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定 

により

道路の

境界線 

とみな

される

線と道 

との間

の当該

敷地の

部分を

道路と 

― １０分

の３（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定 

により

道路の

境界線 

とみな

される

線と道 

との間

の当該

敷地の

部分を

道路と 

１２０

平方メ

ートル 

１ 隣地 

境界線 

までの 

距離  

０．５ 

メート 

ル 

２ 幅員 

４．５ 

メート 

ル未満 

の道路 

の境界 

線まで 

の距離  

０．  

７５メ 

ートル

３ 幅員 

４．５ 

メート 

ル以上 

の道路 

の境界 

線まで 

の距離 

０． 

５メー 

１ 外壁又

はこれに

代わる柱

の中心線

の長さの

合計が３

メートル

以下であ

るもの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供

し、軒の

高さが２

．３メー

トル以下 

 で、かつ

、床面積

の合計が 

 ５平方メ

ートル以

内である 

 もの 

― ― ―  



   して築  して築  トル         して築  して築  トル      

   造して

いない

ものに

限る。

） 

 造して

いない

ものに

限る。

） 

 住宅地区

と産業・

業務沿道

地区にま

たがり、

かつ、八

王子都市

計画道路

３・３・

４１号線

（これに

接し並行

する道路

を含む。

）に接す

る敷地の

建築物に

あつては

、道路境

界線及び

隣地境界

線までの

距離 １

メートル 

１ 住宅（

３戸以上

の長屋を

除く。以

下この項

において

同じ。）

及び住宅

で事務所

、店舗そ

の他これ

らに類す

る用途を

兼ねるも

ののうち

令第１３

０条の３

で定める

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２ .

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以 

       造して

いない

ものに

限る。

） 

 造して

いない

ものに

限る。

） 

       



         下である

もの 

４ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

                 

 産業・

業務沿

道地区 

１ 公衆浴場 

２ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場その他

これらに類

する運動施

設 

３ ホテル又

は旅館 

４ 自動車教

習所 

５ 畜舎 

６ 展示場 

７ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

８ カラオケ

ボックスそ 

― ― ― ３００

平方メ

ートル

（一戸

建ての

住宅及

び住宅

で事務

所、店

舗その

他これ

らに類

する用

途を兼

ねるも

ののう

ち令第

１３０

条の３

で定め

るもの

（以下

この項

におい

て「兼 

住宅（３

戸以上の

長屋を除

く。以下

この項に

おいて同

じ。）及

び兼用住

宅におけ

る道路境

界線及び

隣地境界

線までの

距離 ０

．５メー

トル 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供

し、軒の

高さが２

.３メー

トル以下

で、かつ

、床面積

の合計が

５平方メ

ートル以

内である

もの 

２０メ

ートル 

― ―               

   の他これに

類するもの 

９ 劇場、映

画館、演芸

場若しくは

観覧場又は 

   用住宅

」とい

う。）

にあつ

ては、

１７０ 

住宅及び

兼用住宅

以外の建

築物にお

ける道路

境界線及 

―                  



   ナイトクラ

ブその他こ

れに類する 

 もの 

１０ キャバ

レー、料理

店その他こ

れらに類す

るもの 

１１ 危険物

の貯蔵又は

処理に供す

るもの（石

油類の販売

に供するも

の及び建築

物に附属す

るものを除

く。） 

   平方メ

ートル

） 

び隣地境

界線まで

の距離  

１メート

ル 

                  

 ６２ （略）  ６２ （略） 

 ６３ 滝山地区整備計画区域  ６３ 滝山地区整備計画区域 
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)   (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)  

 計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限 

建築物

の敷地

面積の

最低限 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

  計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限 

建築物

の敷地

面積の

最低限 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

 

    度 度 築物等        度 度 築物等    

   最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

     最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

  

 住宅地 

区 

― １０分 

の６（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する 

― １０分 

の３（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する 

１２０ 

平方メ

ートル 

１ 隣地 

境界線 

までの 

距離  

０．５ 

メート 

ル 

２ 幅員 

４．５ 

メート 

ル未満 

の道路 

の境界 

１ 外壁等

の中心線

の長さの

合計が３

メートル

以下であ

るもの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供

し、軒の

高さが２ 

― ― ―   ― ― １０分 

の６（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する 

― １０分 

の３（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する 

１２０ 

平方メ

ートル 

１ 隣地 

 境界線

までの

距離  

０．５ 

メート 

ル 

２ 幅員 

４．５ 

メート 

ル未満 

の道路 

の境界 

１ 外壁又

はこれに

代わる柱

の中心線

の長さの

合計が３

メートル

以下であ

るもの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供 

― ― ―  



   敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな

される

線と道

との間

の当該

敷地の

部分を

道路と

して築 

 敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな

される

線と道

との間

の当該

敷地の

部分を

道路と

して築 

 線まで 

の距離  

０．  

７５メ 

ートル 

３ 幅員 

４．５ 

メート 

ル以上 

の道路 

の境界 

線まで 

の距離 

０． 

５メー 

トル 

 ．３メー

トル以下

で、かつ

、床面積

の合計が

５平方メ

ートル以

内である

もの 

       敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな

される

線と道

との間

の当該

敷地の

部分を

道路と

して築 

 敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな

される

線と道

との間

の当該

敷地の

部分を

道路と

して築 

 線まで 

の距離  

０．  

７５メ 

ートル 

３ 幅員 

４．５ 

メート 

ル以上 

の道路 

の境界 

線まで 

の距離 

０． 

５メー 

トル 

 し、軒の

高さが２

．３メー

トル以下

で、かつ

、床面積

の合計が

５平方メ

ートル以

内である

もの 

    

   造して

いない

ものに

限る。

） 

 造して

いない

ものに

限る。

） 

 住宅地区

と一般沿

道地区に

またがり

、かつ、

八王子都

市計画道

路３・３

・４１号 

線（これ

に接し並

行する道

路を含む

。）に接

する敷地

の建築物

にあつて

は、道路

境界線及

び隣地境

界線まで

の距離  

１メート

ル 

１ 住宅（

３戸以上

の長屋を

除く。以

下この項

において

同じ。）

及び住宅

で事務所 

 、店舗そ

の他これ

らに類す

る用途を

兼ねるも

ののうち

令第１３

０条の３

で定める

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高 

       造して

いない

ものに

限る。

） 

 造して

いない

ものに

限る。

） 

       



         さが２.

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である

もの 

４ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の 

 長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

                 

 一般沿

道地区 

１ 自動車教

習所 

２ 畜舎 

３ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、遊技

場、勝馬投

票券発売所

、場外車券

売場、その

他これらに

類するもの 

４ 危険物の

貯蔵又は処

理に供する 

― ― ― １２０

平方メ

ートル 

住宅（３

戸以上の

長屋を除

く。以下

この項に

おいて同

じ。）及

び住宅で

事務所、

店舗その

他これら

に類する

用途を兼

ねるもの

のうち令

第１３０ 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供

し、軒の

高さが２ 

２０メ

ートル 

― ―               



   もの（建築

物に附属す

るものを除

く。） 

    条の３で

定めるも

の（以下

この項に

おいて「

兼用住宅

」という

。）にお

ける道路

境界線及

び隣地境

界線まで

の距離  

０．５メ

ートル 

 .３メー

トル以下

で、かつ

、床面積

の合計が

５平方メ

ートル以

内である

もの 

                 

       住宅及び

兼用住宅

以外の建

築物にお

ける道路

境界線及

び隣地境

界線まで

の距離  

１メート

ル 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２ .

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

                 



        ３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２ .３メ

ートル以

下である

もの 

                 

 ６４ 谷野・梅坪地区整備計画区域  ６４ 谷野・梅坪地区整備計画区域 
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)   (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)  

 計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限

度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

  計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限

度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

 

   最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

     最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

  

 住宅地

区 

― １０分

の６（

法第４

２条第

２項の

規定に 

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな

される

線と道

との間

の当該

敷地の 

― １０分

の３（

法第４

２条第

２項の

規定に 

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな

される

線と道

との間

の当該

敷地の 

１２０

平方メ

ートル 

１ 隣地 

境界線 

までの 

距離  

０．５ 

メート 

 ル 

２ 幅員 

４．５ 

メート 

ル未満 

の道路 

の境界 

線まで 

の距離  

０．  

７５メ 

ートル

３ 幅員 

４．５ 

メート 

ル以上 

の道路 

の境界 

線まで 

の距離 

１ 外壁等

の中心線

の長さの

合計が３

メートル

以下であ

るもの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供

し、軒の

高さが２

．３メー

トル以下

で、かつ

、床面積

の合計が

５平方メ

ートル以

内である

もの 

― ― ―   ― ― １０分

の６（

法第４

２条第

２項の

規定に 

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな

される

線と道

との間

の当該

敷地の 

― １０分

の３（

法第４

２条第

２項の

規定に 

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな 

される

線と道

との間

の当該

敷地の 

１２０

平方メ

ートル 

１ 隣地 

境界線 

までの 

距離  

０．５ 

メート 

ル 

２ 幅員 

４．５ 

メート 

ル未満 

の道路 

の境界 

線まで 

の距離  

０． 

７５メ 

ートル 

３ 幅員 

４．５ 

メート 

ル以上 

の道路 

の境界 

線まで 

の距離 

１ 外壁又

はこれに

代わる柱

の中心線

の長さの

合計が３

メートル

以下であ

るもの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供

し、軒の

高さが２

．３メー

トル以下

で、かつ

、床面積

の合計が

５平方メ

ートル以

内である

もの 

― ― ―  



   部分を

道路と

して築 

 部分を

道路と

して築 

 ０． 

５メー 

トル 

        部分を

道路と

して築 

 部分を

道路と

して築 

 ０． 

５メー 

トル 

     

   造して

いない

ものに

限る。

） 

 造して

いない

ものに

限る。

） 

 住宅地区

と一般沿

道地区に

またがり

、かつ、

八王子都

市計画道

路３・３

・４１号

線（これ

に接し並

行する道

路を含む

。）に接

する敷地

の建築物

にあつて

は、道路

境界線及

び隣地境

界線まで

の距離  

１メート

ル 

１ 住宅（

３戸以上

の長屋を

除く。以

下この項

において

同じ。）

及び住宅

で事務所

、店舗そ

の他これ

らに類す

る用途を

兼ねるも

ののうち

令第１３

０条の３

で定める

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２ .

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが 

       造して

いない

ものに

限る。

） 

 造して

いない

ものに

限る。

） 

       



         ２．３メ

ートル以

下である

もの 

４ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

                 

 一般沿

道地区 

１ 自動車教

習所 

２ 畜舎 

３ マージャ 

 ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、遊技

場、勝馬投

票券発売所

、場外車券

売場、その

他これらに

類するもの 

４ 危険物の

貯蔵又は処

理に供する

もの（建築

物に附属す

るものを除

く。） 

― ― ― １２０

平方メ

ートル 

住宅（３

戸以上の

長屋を除

く。以下 

この項に

おいて同

じ。）及

び住宅で

事務所、

店舗その

他これら

に類する

用途を兼

ねるもの

のうち令

第１３０

条の３で

定めるも

の（以下

この項に

おいて「

兼用住宅

」という

。）にお

ける道路

境界線及

び隣地境

界線まで

の距離  

１ 道路境

界線につ

いては、 

 外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供

し、軒の

高さが２

.３メー

トル以下

で、かつ

、床面積

の合計が

５平方メ

ートル以

内である

もの 

２０メ

ートル 

― ―               



       ０．５メ

ートル 

                  

       住宅及び

兼用住宅

以外の建

築物にお

ける道路

境界線及

び隣地境

界線まで

の距離  

１メート

ル 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である 

 もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する 

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２ .

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２ .３メ

ートル以

下である 

 もの 

                 

 ６５～９９ （略）  ６５～９９ （略） 

 １００ 八王子駅南口周辺地区整備計画区域  １００ 八王子駅南口周辺地区整備計画区域 
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)   (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)  

 計画地

区の区 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ 

建築物

の敷地 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は 

建築物の高さ 垣又は

柵の構 

  計画地

区の区 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ 

建築物

の敷地 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は 

建築物の高さ 垣又は

柵の構 

 



 分   い率の

最高限

度 

面積の

最低限

度 

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

 造の制

限 

  分   い率の

最高限

度 

面積の

最低限

度 

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

 造の制

限 

 

   最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

     最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

  

 ― １ キャバレ

ー、料理店

その他これ

らに類する

もの  

２ 風営法第 

― ― ― ３００

平方メ

ートル 

道路境界

線までの

距離 ０

．５メー

トル 

― ― ― ―   ― １ キャバレ

ー、料理店

、ナイトク

ラブ、ダン

スホールそ

の他これら 

― ― ― ３００

平方メ

ートル 

道路境界

線までの

距離 ０

．５メー

トル 

― ― ― ―  

   ２条第６項

の規定に該

当する営業

に係るもの 

             に類するも

の 

２ 風営法第

２条第６項

の規定に該

当する営業

に係るもの 

          

 １０１～１０３ （略）  １０１～１０３ （略） 

 １０４ 尾根幹線南地区整備計画区域  １０４ 尾根幹線南地区整備計画区域 
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)   (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)  

 計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限

度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

  計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限

度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

 

   最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

     最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

  

 ― １ 住宅 

２ 住宅で事

務所、店舗

その他これ

らに類する

用途を兼ね

るもの 

３ 共同住宅

、寄宿舎又

は下宿 

４ 幼稚園、

小学校又は

中学校 

５ 老人ホー 

― ― ― １，０

００平

方メー

トル 

道路境界

線及び隣

地境界線

までの距

離 ２メ

ートル 

― ３０メ

ートル 

― ―   ― １ 住宅 

２ 住宅で事

務所、店舗

その他これ

らに類する

用途を兼ね

るもの 

３ 共同住宅

、寄宿舎又

は下宿 

４ 幼稚園、

小学校又は

中学校 

５ 老人ホー 

― ― ― １，０

００平

方メー

トル 

道路境界

線及び隣

地境界線

までの距

離 ２メ

ートル 

― ３０メ

ートル 

― ―  



   ム 

６ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場その他

これらに類

する運動施

設 

７ ホテル又

は旅館 

８ 劇場、映

画館、演芸

場若しくは

観覧場又は

ナイトクラ

ブその他こ

れに類する

もの 

９ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

１０ キャバ

レー、料理

店その他こ

れらに類す

るもの 

１１ 令第１

３０条の９

に規定する

危険物の貯

蔵又は処理

に供する建

築物のうち

火薬類の貯

蔵又は処理 

 に供する建

築物 

             ム 

６ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場その他

これらに類

する運動施

設 

７ ホテル又

は旅館 

８ 劇場、映

画館、演芸

場又は観覧

場 

９ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

１０ キャバ

レー、料理

店、ナイト

クラブ、ダ

ンスホール

その他これ

らに類する

もの 

１１ 令第１

３０条の９

に規定する

危険物の貯

蔵又は処理

に供する建

築物のうち

火薬類の貯

蔵又は処理

に供する建 

 築物 

          



 １０５～１０８ （略）  １０５～１０８ （略） 

 １０９ 新長房地区整備計画区域  １０９ 新長房地区整備計画区域 
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)   (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)  

 計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限

度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

  計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限

度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

 

   最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

     最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

  

 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）  

 公益施

設地区 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）   公益施

設地区 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）  

 生活関

連施設

地区 

１ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

２ カラオケ

ボックスそ

の他これに

類するもの 

３ 自動車教

習所 

４ 床面積が

１５平方メ

ートルを超

える畜舎 

５ 危険物の

貯蔵又は処

理に供する

もの（建築

物に附属す

るものを除

く。） 

６ 神社、寺

院、教会そ

の他これら 

― ― ― ３００

平方メ

ートル 

（住宅

（３戸

以上の

長屋を

除く。

以下こ

の項に

おいて

同じ。

）、住

宅で事

務所、

店舗そ

の他こ

れらに

類する

用途を

兼ねる

ものの

うち令

第１３

０条の

３で定

めるも

の及び

住宅で 

道路境界

線及び隣

地境界線 

までの距 

離 １メ 

ートル 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁又は

これに代

わる柱の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２．

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも 

２０メ

ートル 

― ―               



   に類するも

の 

７ 自動車車

庫（建築物

に附属する

ものを除く

。） 

   診療所

の用途

を兼ね

るもの

にあつ

ては、

１７０

平方メ

ートル

） 

  の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である

もの 

                 

 １１０ 滝山・梅坪地区整備計画区域  １１０ 滝山・梅坪地区整備計画区域 
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)   (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)  

 計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限 

度 

建築物

の敷地

面積の

最低限 

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建 

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

  計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の

最高限 

度 

建築物

の敷地

面積の

最低限 

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建 

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

 

   最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

     最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

  

 住宅地

区 

― １０分

の６（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな

される

線と道 

― １０分

の３（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな

される

線と道 

１２０

平方メ

ートル 

１ 隣地 

境界線 

までの 

距離  

０．５ 

メート 

ル 

２ 幅員 

４．５ 

メート 

ル未満 

の道路 

の境界 

線まで 

の距離  

０． 

７５メ 

ートル 

３ 幅員 

４．５ 

メート 

ル以上 

の道路 

１ 外壁等

の中心線

の長さの

合計が３

メートル

以下であ

るもの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供

し、軒の

高さが２

．３メー

トル以下

で、かつ

、床面積

の合計が

５平方メ

ートル以

内である

もの 

― ― ―   ― ― １０分

の６（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな

される

線と道 

― １０分

の３（

法第４

２条第

２項の

規定に

より同

条第１

項の道

路とみ

なされ

る道に

接する

敷地で

、同条

第２項

の規定

により

道路の

境界線

とみな

される

線と道 

１２０

平方メ

ートル 

１ 隣地 

境界線 

までの 

距離  

０．５ 

メート 

ル 

２ 幅員 

４．５ 

メート 

ル未満 

の道路 

の境界 

線まで 

の距離  

０． 

７５メ 

ートル 

３ 幅員 

４．５ 

メート 

ル以上 

の道路  

１ 外壁又

はこれに

代わる柱

の中心線

の長さの

合計が３

メートル

以下であ

るもの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供

し、軒の

高さが２

．３メー

トル以下

で、かつ

、床面積

の合計が

５平方メ

ートル以

内である 

― ― ―  



   との間

の当該

敷地の

部分を

道路と

して築 

 との間

の当該

敷地の

部分を

道路と

して築 

 の境界 

線まで 

の距離 

０． 

５メー 

トル 

        との間

の当該

敷地の

部分を

道路と

して築 

 との間

の当該

敷地の

部分を

道路と

して築 

 の境界 

線まで 

の距離 

０． 

５メー 

トル 

 もの     

   造して

いない

ものに

限る。

） 

 造して

いない

ものに

限る。

） 

 住宅地区

と一般沿

道地区に

またがり

、かつ、

八王子都

市計画道

路３・３

・４１号

線（これ

に接し並

行する道

路を含む

。）に接

する敷地

の建築物

にあつて

は、道路

境界線及

び隣地境

界線まで

の距離   

１メート

ル 

１ 住宅（

３戸以上

の長屋を

除く。以

下この項

において

同じ。）

及び住宅

で事務所

、店舗そ

の他これ

らに類す

る用途を

兼ねるも

ののうち

令第１３

０条の３

で定める

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２ .

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

       造して

いない

ものに

限る。

） 

 造して

いない

ものに

限る。

） 

       



        ３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である

もの 

４ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

                 

 一般沿

道地区 

１ 自動車教

習所 

２ 畜舎 

３ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、遊技

場、勝馬投

票券発売所

、場外車券

売場その他

これらに類

するもの 

４ 危険物の

貯蔵又は処

理に供する

もの（建築

物に附属す

るものを除

く。） 

― ― ― １２０

平方メ

ートル 

住宅（３

戸以上の

長屋を除

く。以下

この項に

おいて同

じ。）及

び住宅で

事務所、

店舗その

他これら

に類する

用途を兼

ねるもの

のうち令

第１３０

条の３で

定めるも

の（以下

この項に

おいて「

兼用住宅

」という

。）にお

ける道路

境界線及 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途に供

し、軒の

高さが２

.３メー

トル以下

で、かつ

、床面積

の合計が

５平方メ

ートル以

内である

もの 

２０メ

ートル 

― ―               



       び隣地境

界線まで

の距離  

０．５メ

ートル 

                  

       住宅及び

兼用住宅

以外の建

築物にお

ける道路

境界線及

び隣地境

界線まで

の距離  

１メート

ル 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２ .

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが 

 ２.３メ

ートル以

下である

もの 

                 

 １１１ 八王子インター北地区整備計画区域  １１１ 八王子インター北地区整備計画区域 
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)   (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)  

 計画地 建築してはな 建築物の容積 建築物 建築物 建築物の外壁等の面 建築物の高さ 垣又は   計画地 建築してはな 建築物の容積 建築物 建築物 建築物の外壁等の面 建築物の高さ 垣又は  



 区の区

分 

らない建築物 率 の建ぺ

い率の

最高限

度 

の敷地

面積の

最低限

度 

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

 柵の構

造の制

限 

  区の区

分 

らない建築物 率 の建ぺ

い率の

最高限

度 

の敷地

面積の

最低限

度 

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

 柵の構

造の制

限 

 

   最高限 

度 

最低限 

度 

  距離 適用除外の 

建築物等 

最高限 

度 

最低限 

度 

     最高限 

度 

最低限 

度 

  距離 適用除外の 

建築物等 

最高限 

度 

最低限 

度 

  

 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）  

 業務施

設地区 

１ ホテル又

は旅館 

２ 住宅（４

戸以上の長

屋に限る。

） 

３ 共同住宅

の用に供す

る部分（住

戸のある階

に限る。）

の階数の合

計が３を超

える建築物 

４ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場その他

これらに類

する令第１

３０条の６

の２で定め

る運動施設 

５ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

６ カラオケ

ボックスそ

の他これに

類するもの 

― ― ― １６０

平方メ

ートル 

１ 道路

境界線

及び隣

地境界

線まで

の距離 

  ０．

５メー

トル 

２ 道路

（八王

子都市

計画道

路３・

３・１

０号線

及び同

３・３

・７４

号線）

までの

距離 

 １メー

トル 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁又は

これに代

わる柱の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２．

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である 

― ― ―   業務施

設地区 

１ ホテル又

は旅館 

２ 住宅（４

戸以上の長

屋に限る。

） 

３ 共同住宅

の用に供す

る部分（住

戸のある階

に限る。）

の階数の合

計が３を超

える建築物 

４ ボーリン

グ場、スケ

ート場、水

泳場その他

これらに類

する令第１

３０条の６

の２で定め

る運動施設 

５ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

６ カラオケ

ボックスそ

の他これに

類するもの 

― ― ― １６０

平方メ

ートル 

１ 道路

境界線

及び隣

地境界

線まで

の距離 

 ０． 

５メー 

トル 

２ 道路

（八王

子都市

計画道

路３・

３・１

０号線

及び同

３・３

・７４

号線）

までの

距離 

１メー 

トル 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁又は

これに代

わる柱の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２．

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車 

車庫で軒 

の高さが 

２．３メ 

ートル以 

下である 

    



  ７ 劇場、映

画館、演芸

場若しくは

観覧場又は

ナイトクラ

ブその他こ

れに類する

もの 

８ 公衆浴場 

９ キャバレ

ー、料理店

その他これ

らに類する

もの 

１０ 学校 

１１ 神社、

寺院、教会

その他これ

らに類する

もの 

１２ 自動車

教習所 

１３  畜舎 

１４ 令第１

３０条の９

に規定する

危険物の貯

蔵又は処理

に供する建

築物のうち

火薬類の貯

蔵又は処理

に供する建

築物 

      もの       ７ 劇場、映

画館、演芸

場又は観覧

場 

８ 公衆浴場

（公衆浴場

法第１条第

１項に該当

するものを

除く。） 

９ キャバレ

ー、料理店

、ナイトク

ラブ、ダン

スホールそ

の他これら

に類するも

の 

１０ 学校 

１１ 神社、

寺院、教会

その他これ

らに類する

もの 

１２ 自動車

教習所 

１３  畜舎 

１４ 令第１

３０条の９

に規定する

危険物の貯

蔵又は処理

に供する建

築物のうち

火薬類の貯

蔵又は処理

に供する建

築物 

      もの     

 １１２～１１４ （略）  １１２～１１４ （略） 

 １１５ 旭町・明神町地区整備計画区域  
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)            

 計画地 建築してはな 建築物の容積 建築物 建築物 建築物の外壁等の面 建築物の高さ 垣又は            



 区の区

分 

らない建築物 率 の建ぺ

い率の

最高限

度 

の敷地

面積の

最低限

度 

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

 柵の構

造の制

限 

           

   最高限 

度 

最低限 

度 

  距離 適用除外の 

建築物等 

最高限 

度 

最低限 

度 

               

 明神町

公共地

区 

１ カラオケ

ボックスそ

の他これに

類するもの 

２ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬 

 投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

３ キャバレ

ー、料理店

その他これ

らに類する

もの 

４ 風営法第

２条第６項

の規定に該

当する営業

に係るもの 

５ 自動車教

習所 

６ 危険物の

貯蔵又は処

理に供する

もの（建築

物に附属す

るものを除

く。） 

― ― ― ５，０

００平

方メー

トル 

道路境界

線及び隣

地境界線

までの距

離 ３メ

ートル 

― ― ― ―               

 １１６ 館ヶ丘西地区整備計画区域  
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)            

 計画地

区の区 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ 

建築物

の敷地 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は 

建築物の高さ 垣又は

柵の構 

           



 分   い率の

最高限

度 

面積の

最低限

度 

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

 造の制

限 

           

   最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

               

 ― １ 神社、寺

院、教会そ

の他これら

に類するも

の 

２ 学校（大

学、高等専

門学校、専

修学校及び 

 各種学校を

除く。） 

３ 自動車車

庫（建築物

に附属する

ものを除く

。） 

― ― ― １２０

平方メ

ートル 

１ 道路

境界線

までの

距離  

 １メー

トル 

２ 隣地

境界線

までの 

 距離  

 ０．７

メート

ル 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ 

 ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２ .

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも 

 の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である

もの 

― ― ―               

 １１７ 館ヶ丘団地地区整備計画区域  
 (あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く)            

                    



                     計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建ぺ

い率の 

最高限

度 

建築物

の敷地

面積の 

最低限

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距 

離及び適用除外の建

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制 

限 

           

   最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

               

 生活サ

ービス

地区Ａ 

１ 住宅 

２ 神社、寺

院、教会そ

の他これら

に類するも 

 の 

３ 税務署、

警察署、保

健所、消防

署その他こ

れらに類す

るもの 

４ 自動車車

庫（建築物

に附属する

ものを除く

。） 

５ 危険物の

貯蔵又は処

理に供する

もの（建築

物に附属す

るものを除

く。） 

― ― ― ２００

平方メ

ートル

（住宅

で住宅 

以外の

用途を

兼ねる

ものに

あつて

は、１

２０平

方メー

トル） 

１ 道路

境界線

までの

距離  

 １メー 

 トル 

２ 隣地

境界線

までの

距離  

 ０．７

メート

ル 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２ .

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である 

 もの 

― ― ―               



       道路（区

画道路１ 

号及び区

画道路２

号）境界

線までの 

距離 ３

メートル 

―                  

 生活サ

ービス

地区Ｂ 

１ 神社、寺

院、教会そ

の他これら 

 に類するも

の 

２ 税務署、

警察署、保

健所、消防

署その他こ

れらに類す

るもの 

３ 自動車車

庫（建築物

に附属する

ものを除く

。） 

４ 危険物の

貯蔵又は処

理に供する

もの（建築

物に附属す

るものを除

く。） 

― ― ― ２００

平方メ

ートル 

（住宅

（３戸

以上の

長屋を

除く。

以下こ

の項に

おいて

同じ。

）、住

宅で住

宅以外

の用途

を兼ね

るもの

及び集

会所に

あつて

は、１

２０平

方メー

トル） 

１ 道路

境界線

までの 

 距離  

 １メー

トル 

２ 隣地

境界線

までの

距離  

 ０．７

メート

ル 

１ 道路境

界線につ

いては、 

 外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２ .

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である 

 もの 

２０メ

ートル 

― ―               



       道路（八

王子都市

計画道路

３・４・

６３号線

、区画道

路１号及

び区画道

路３号）

境界線ま

での距離  

３メー

トル 

―                  

 住宅地

区Ａ 

１ 下宿 

２ 神社、寺

院、教会そ

の他これら

に類するも

の 

３ 病院 

４ 公衆浴場 

５ 税務署、

警察署、保

健所、消防

署その他こ

れらに類す

るもの 

６ 自動車車

庫（建築物

に附属する

ものを除く

。） 

― ― ― ２００

平方メ

ートル  

（住宅

（３戸

以上の

長屋を

除く。

以下こ

の項に

おいて

同じ。

）、住

宅で住

宅以外

の用途

を兼ね

るもの

及び集

会所に

あつて

は、１

２０平

方メー

トル） 

１ 道路

境界線

までの

距離  

 １メー

トル 

２ 隣地

境界線

までの

距離  

 ０．７

メート

ル 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２ .

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒 

２０メ

ートル 

― ―               



         の高さが

２ .３メ

ートル以

下である

もの 

                 

       道路（八

王子都市 

計画道路 

３・３・

２号線、

同３・４

・６３号

線、区画

道路２号

及び区画

道路３号

）境界線

までの距

離 ３メ

ートル 

―                  

 住宅地

区Ｂ 

１ 住宅（３

戸以上の長

屋を除く。

） 

２ 下宿 

３ 神社、寺

院、教会そ

の他これら

に類するも

の 

４ 病院 

５ 公衆浴場 

６ 税務署、

警察署、保

健所、消防

署その他こ

れらに類す

るもの 

７ 自動車車

庫（建築物

に附属する

ものを除く

。） 

― ― ― ２００

平方メ

ートル 

（住宅

で住宅

以外の

用途を

兼ねる

ものに

あつて

は、１

２０平

方メー

トル） 

１ 道路

境界線

までの

距離  

 １メー

トル 

２ 隣地

境界線

までの

距離  

 ０．７

メート

ル 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２. 

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の 

― ― ―               



         合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２ .３メ

ートル以

下である

もの 

                 

       道路（区

画道路１

号及び区

画道路２

号）境界

線までの

距離 ３

メートル 

―                  

 公共公

益施設

地区 

次に掲げる建

築物以外の建

築物 

１ 学校、図

書館その他

これらに類

するもの 

２ 診療所又

は病院 

３ 保育所、

身体障害者

福祉ホーム

、老人福祉

センター、

児童厚生施

設その他こ

れらに類す

るもの（居

住の用に供

するものを

除く。） 

４ 前各号の

建築物に附 

― ― ― ３００

平方メ

ートル 

１ 道路

境界線

までの

距離  

 １メー

トル 

２ 隣地

境界線

までの

距離  

 ０．７

メート

ル 

１ 道路境

界線につ

いては、

外壁等の

中心線の

長さの合

計が３メ

ートル以

下である

もの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２ .

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の 

― ― ―               



   属するもの       合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが 

 ２.３メ

ートル以

下である

もの 

                 

       道路（八

王子都市

計画道路

３・３・

２号線及

び区画道

路１号）

境界線ま

での距離  

 ３メー

トル 

―                  

  

 

 

 

 



附 則 

この条例は、平成２９年７月１日から施行する。 

 


